
令和７年度 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J YEAR 3)実施要項（令和８年２月改定） 新旧対照表 

 

旧 新 

目次（略） 

第１（略） 

第１－１から第１－１７まで（略） 

第１－１８ 音声データ提供 

（１）（略） 

（２）申請の手続 

ア  保護者は、  電子申請システム LoGo フォーム」」（以下 申請フォ

ーム」という。）により、必要事項を入力し、個人情報の取扱い等に

同意の上、音声データ確認の申請をする。 

 ※手続詳細は、後日連絡する。 

イ 保護者及び受験者は、ESAT-J 専用ポータルサイトの 保護者用マ

イページ」又は 生徒用マイページ」にて音声データの確認を行うこ

とができる。音声データの確認が可能となったら、東京都教育委員会

から申請フォームに入力したメールアドレス宛てに通知する。 

なお、音声データの確認期間は、音声データの確認が可能となって

から令和８年４月 30 日（木）までとする。そのため、音声データの

確認を行う保護者及び受験者の ESAT-J 専用ポータルサイトの利用

期間は、令和８年４月 30日（木）までとし、ESAT-J YEAR 3 のテス

ト運営に必要な情報（顔写真、電話番号等）、ESAT-J YEAR 1 及び

ESAT-J YEAR 2 の成績データ等は、令和８年５月１日（金）に ESAT-

J 専用ポータルサイト上から削除する。 

第２から第５まで（略） 

目次（現行のとおり） 

第１（現行のとおり） 

第１－１から第１－１７まで（現行のとおり） 

第１－１８ 音声データ提供 

（１）（現行のとおり） 

（２）申請の手続 

ア  保護者は、ESAT-J 専用ポータルサイト 保護者用マイページ」に

より、個人情報の取扱い等に同意の上、音声データ確認の申請をする。 

 ※手続詳細は、別途連絡する。 

イ 保護者及び受験者は、ESAT-J 専用ポータルサイトの 保護者用マ

イページ」又は 生徒用マイページ」にて音声データの確認を行うこ

とができる。 

なお、音声データの確認期間は、音声データの確認が可能となって

から令和８年４月 30 日（木）までとする。そのため、音声データの

確認を行う保護者及び受験者の ESAT-J 専用ポータルサイトの利用

期間は、令和８年４月 30日（木）までとし、ESAT-J YEAR 3 のテス

ト運営に必要な情報（顔写真、電話番号等）、ESAT-J YEAR 1 及び

ESAT-J YEAR 2 の成績データ等は、令和８年５月１日（金）に ESAT-

J 専用ポータルサイト上から削除する。 

第２から第５まで（現行のとおり） 

 


